
 

資料１ 

 

滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会 

個 人 情 報 保 護 部 会 資 料

令和４年 (2022年 )７月 26日 

 

 

    滋賀県住民基本台帳ネットワークシステムの運用状況 

    について（報告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度の滋賀県における本人確認情報の 

利用および提供の状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務部市町振興課 



本人確認情報の保護に関する審議会の概要 

審議会の役割 

・滋賀県における住民基本台帳ネットワークシステム（住基ネット）を通じて各市町から通知され

る県内住民の本人確認情報（①氏名 ②生年月日 ③性別 ④住所 ⑤個人番号 ⑥住民票コード ⑦

これらの変更情報）の保護に関する事項を、調査審議し、当該事項に関して建議を行う。 

・知事が住民票コードの利用制限（告知要求制限、データベースの作成制限）に違反している者に

対する中止命令を行う場合に意見を述べる。 

 

根拠規程（抜粋）  

・住民基本台帳法（昭和 42年 7月 25日法律第 81号） 

（都道府県の審議会の設置） 

第 30 条の 40 都道府県に、第 30条の 6第 1項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する

審議会（以下「都道府県の審議会」という。）を置く。 

２ 都道府県の審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、

都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における第 30条の 6第 1項の規定による通知に係る本人

確認情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれらの事項に関して都道府県知事に建議するこ

とができる。 

３ 都道府県の審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。 

 

※ 第 30条の 6第 1項： 市町村長は、住民票の記載、消除又は第 7条第 1号から第 3号まで、第 7号、第 8号の 2及

び第 13号に掲げる事項（同条第 7号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。）の全部若し

くは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該住民票の記載等に係る本人確認情報（住民票に記載されてい

る同条第 1 号から第 3 号まで、第 7 号、第 8 号の 2 及び第 13 号に掲げる事項（住民票の消除を行つた場合には、当

該住民票に記載されていたこれらの事項）並びに住民票の記載等に関する事項で政令で定めるものをいう。以下同

じ。）を都道府県知事に通知するものとする。 

 

・滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会設置条例（平成 31年 3月 22日滋賀県条例第 5号） 

（設置等） 

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 138 条の４第３項の規定に基づき、知事の附属機関

として、滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81 号）第 30 条の 40 第１項に規定する本人確認情

報の保護に関する審議会とする。   

（担任事務） 

第 3条 審議会は次に掲げる事務を担任する。 

 （6） 住民基本台帳法の規定により審議会の権限に属せられた事項について調査審議するほか、知

事の諮問に応じて、同法第 30 条の 40 第 1 項に規定する本人確認情報の保護に関する事項につ

いて調査審議し、およびこれらの事項に関して知事に建議すること。 

 

これまでの審議会の内容 

・平成 14年度の審議会設立以降、毎年、滋賀県における本人確認情報の利用および提供について調査審

議。 

・滋賀県における住基ネットの独自利用（法定事務以外に条例を根拠として住基ネットを利用すること）

に関する条例改正について【平成 17年度】および【平成 30年度】に審議。 
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本
人

確
認

情
報

４
情

報
(氏

名
・住

所
・生

年
月

日
・性

別
)､

住
民

票
コ

ー
ド

、
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
及

び
こ

れ
ら

の
変

更
情

報

○
住

民
基

本
台

帳
法

に
基

づ
き

、
住

民
の

利
便

の
増

進
と

国
及

び
地

方
公

共
団

体
の

行
政

の
合

理
化

に
資

す
る

た
め

、
住

民
基

本
台

帳
を

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

化
し

、
全

国
共

通
の

本
人

確
認

が
で

き
る

シ
ス

テ
ム

を
構

築
。

➢
市

町
村

は
都

道
府

県
、

都
道

府
県

は
地

方
公

共
団

体
情

報
シ

ス
テ

ム
機

構
（
J
-L

IS
）に

本
人

確
認

情
報

を
送

信
➢

本
人

確
認

情
報

の
提

供
先

及
び

利
用

可
能

事
務

は
法

律
又

は
条

例
で

限
定

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
（
住
基
ネ
ッ
ト
）
は
市
町
村
と
都
道
府
県
が
連
携
し
て
構
築
し
て
い
る
シ
ス
テ
ム

○
ま

た
、

住
民

の
転

出
入

が
あ

っ
た

場
合

等
に

、
関

係
す

る
情

報
を

市
町

村
間

で
送

信
す

る
際

に
も

住
基

ネ
ッ

ト
回

線
を

利
用

し
て

い
る

。

（転
入

地
市

町
村

か
ら

転
出

地
市

町
村

へ
の

転
入

通
知

、
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
カ

ー
ド

を
用

い
た

転
入

手
続

に
係

る
転

出
証

明
書

情
報

通
知

な
ど

）

C
S

既
存
住
基

シ
ス
テ
ム

専
用

回
線

網

《
市
町
村
》

《
都
道
府
県
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
》

《
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
》

全
国

サ
ー

バ
(J

-L
IS

の
サ

ー
バ

)

Ａ
県
の
サ
ー
バ

Ｂ
県
の
サ
ー
バ

既
存
住
基

シ
ス
テ
ム

C
S

C
S

既
存
住
基

シ
ス
テ
ム

既
存
住
基

シ
ス
テ
ム

C
S

【
既

存
住

基
保

有
情

報
】

４
情

報
（氏

名
、

住
所

、
生

年
月

日
、

性
別

）、
世

帯
情

報
、

戸
籍

、
住

民
と

な
っ

た
日

、
住

民
票

コ
ー

ド
、

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

等

【
C

S
保

有
情

報
】

市
町

村
の

住
民

の
本

人
確

認
情

報

【
都

道
府

県
サ

ー
バ

保
有

情
報

】
都

道
府

県
の

住
民

の
本

人
確

認
情

報

【
全

国
サ

ー
バ

(J
-
L
IS

の
サ

ー
バ

)
の

保
有

情
報

】
全

国
の

住
民

の
本

人
確

認
情

報

専
用

回
線

又
は

磁
気

媒
体事
務

の
処

理
に

関
し

、
求

め
が

あ
っ

た
と

き
に

限
り

、
保

存
期

間
に

係
る

本
人

確
認

情
報

を
提

供

行
政
機
関
(
国
・
地
方
公
共
団
体
等
)

・
年
金
等
の
支
給
事
務

・
資
格
試
験
の
実
施
事
務

(司
法
試
験
、
不
動
産
鑑
定
士
等
)

(
ｺ
ﾐｭ
ﾆｹ
ｰ
ｼｮ
ﾝｻ
ｰ
ﾊﾞ
)

A
市

B
区

C
町

D
村

転
出
入

転
出
入
に
関
係
す
る

情
報
の
や
り
と
り

住
民

基
本

台
帳

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
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①
国

の
行

政
機

関
等

に
対

し
て

本
人

確
認

情
報

を
提

供
→

年
間

約
1
5
億

件
（
年
金
支
給
事
務
、
司
法
試
験
の
実
施
な
ど
）

②
地

方
公

共
団

体
に

対
し

て
本

人
確

認
情

報
を

提
供

→
年

間
約

5
,
7
2
0
万

件
（
パ
ス
ポ
ー
ト
の
発
給
、
税
務
事
務
な
ど
）

③
行

政
手

続
に

お
け

る
住

民
票

の
写

し
の

省
略

→
全

国
で

年
間

約
1
,
3
0
0
万

件
程

度
④

年
金

受
給

権
者

・
被

保
険

者
※
の

住
所

変
更

届
、

死
亡

届
の

提
出

を
省

略
→

全
国

で
年

間
約

1
,
3
0
0
万

件
程

度
（
※
平
成
30
年
3月

よ
り
住
基
ネ
ッ
ト
の
利
用
開
始
）

⑤
年

金
受

給
権

者
の

年
金

の
現

況
届

の
提

出
を

省
略

→
 
全

国
で

年
間

約
4
,
0
0
0
万

人
分

程
度

住
民

票
の

写
し

行
政

機
関

情
報
提
供

 

年
金

受
給

権
者

の
住

所
変

更
届

、
死

亡
届

住
基

ネ
ッ

ト

①
②

③ ④

本
人

確
認
情

報
：
氏
名
・
生
年
月
日
・
性
別
・
住

所
、
個
人

番
号

、
住

民
票
コ

ー
ド

転
出
地
市
町
村

転
入
地
市
町
村

：
従

来
、

郵
送

に
て

行
わ

れ
て

い
た

転
入

地
市

町
村

か
ら

転
出

地
市

町
村

へ
の

「
転

入
通

知
」

年
間

約
4
5
0
万

件
（

約
5
3
0
万

人
分

）
を

オ
ン

ラ
イ

ン
化

郵
送

転
入

通
知

×
専

用
回
線

（
例

）
転

入
通

知

住
基

ネ
ッ

ト
の

活
用

に
よ

り
、

市
町

村
間

の
情

報
伝

達
が

迅
速

と
な

り
、

秘
匿

性
・

安
全

性
も

向
上

市
町

村
都

道
府

県

全
国
セ
ン
タ
ー

年
金

受
給

権
者

の
現

況
届

⑤

２
住

基
法

上
の

事
務

に
お

け
る

市
町

村
間

の
情

報
の

オ
ン

ラ
イ

ン
化

（
パ
ス
ポ
ー
ト
の
受
給
申
請
、
免
許
等
の
申
請
な
ど
）

不 要

１
国

の
行

政
機

関
等

へ
の

本
人

確
認

情
報

の
提

供

住
基
ネ
ッ
ト
の
役
割

※
 数

値
は

令
和

２
年

度8
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行
政

を
効

率
化

し
、

国
民

の
利

便
性

を
高

め
、

公
平

・公
正

な
社

会
を

実
現

す
る

基
盤

※
行

政
手

続
に

お
け

る
特

定
の

個
人

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
25

年
法

律
第

2
7号

。
い

わ
ゆ

る
「
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
法

」）

＜
趣

旨
＞

Ⅰ
番

号
利

用
の

仕
組

み

Ⅱ
 

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

カ
ー

ド
（
個

人
番

号
カ

ー
ド

）

１
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
の

本
人

確
認

（
番

号
確

認
と

身
元

（
実

存
）
の

確
認

）
を

１
枚

で
行

う
こ

と
が

可
能

。

２
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
を

使
わ

ず
に

電
子

的
に

個
人

を
認

証
す

る
機

能
等

（
ＩＣ

チ
ッ

プ
）
を

搭
載

。
官

民
の

様
々

な
用

途
に

利
用

可
能

。

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F

氏
名
番
号

花
子

平
成
元
年
3月
31
日
生

住
所
○
○
県
□
□
市
△
△
町
◇
丁
目
○
番
地
▽
▽
号

1
2
3
4

20
25
年
3月
31
日
ま
で
有
効

性
別
女

□
□
市
長

（裏
面

）

1
2
3
4

5
6
7
8

9
0
1
2

氏
名

番
号

花
子

平
成
元
年
3
月
3
1
日
生

Ⅲ
 

マ
イ

ナ
ポ

ー
タ

ル

１
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
に

関
係

す
る

行
政

機
関

間
で

の
自

分
の

情
報

の
や

り
取

り
や

情
報

の
確

認
が

で
き

る
個

人
用

の
サ

イ
ト

。

２
自

宅
の

パ
ソ

コ
ン

等
か

ら
各

種
お

知
ら

せ
の

受
信

、
官

民
の

各
種

手
続

き
な

ど
の

サ
ー

ビ
ス

も
提

供
。

１
日

本
国

内
の

全
住

民
に

1
2
桁

の
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
（
個

人
番

号
）
を

付
番

。

２
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
法

に
定

め
ら

れ
た

社
会

保
障

・
税

・
災

害
対

策
分

野
の

事
務

に
お

い
て

利
用

。

⇒
行

政
事

務
の

効
率

化
、

情
報

連
携

に
よ

る
行

政
手

続
の

簡
素

化
。

３
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
は

、
本

人
確

認
（
番

号
確

認
と

身
元

確
認

）
と

共
に

使
用

。
取

得
・
利

用
・
提

供
・
保

管
・
安

全
管

理
な

ど
に

一
定

の
ル

ー
ル

が
あ

る
。

ま
た

、
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
法

に
定

め
る

場
合

以
外

の
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
の

収
集

・
保

管
の

禁
止

。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
概
要

1
7

5



マ
イ

ナ
ン

バ
ー

制
度

全
国

サ
ー

バ
（Ｊ

－
ＬＩ
Ｓ
）

住
民

基
本

台
帳

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
を
支
え
る
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

○
住

民
基

本
台

帳
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
シ

ス
テ

ム
は

、
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
制

度
の

骨
格

を
な

す
重

要
な

シ
ス

テ
ム

。
全

住
民

に
重

複
な

く
指

定
さ

れ
る

住
民

票
コ

ー
ド

は
、

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

や
情

報
連

携
に

用
い

る
機

関
別

符
号

の
生

成
の

基
礎

と
な

っ
て

い
る

。

Ｃ
市

C
S

住
基

Ｄ
村

C
S

住
基

Ｂ
町

C
S

住
基

Ａ
市

C
S

住
基

②
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
付

番
全

住
民

に
重

複
な

く
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
を

付
番

（
税

・社
会

保
障

分
野

で
1
億

26
00

万
人

の
名

寄
せ

）

①
住

民
票

コ
ー

ド
記

載
全

住
民

の
住

民
票

に
重

複
な

く
住

民
票

コ
ー

ド
を

記
載

Ｚ
機

構

Ｙ
基

金
Ｘ

省

Ｅ
県

Ｆ
市

情
報

連
携

（裏
面

）

1
2
3
4

5
6
7
8

9
0
1
2

氏
名

番
号

花
子

平
成
元
年
3月
31
日
生

③
マ

イ
ナ

ポ
ー

タ
ル

用
符

号
④

機
関

別
符

号
住

民
票

コ
ー

ド
を

基
に

個
人

を
重

複
な

く
特

定
す

る
符

号
を

生
成

・
住

民
票

関
係

情
報

（
世

帯
情

報
）

・
地

方
税

関
係

情
報

・
医

療
保

険
給

付
関

係
情

報
・
年

金
給

付
関

係
情

報
等

マ
イ

ナ
ポ

ー
タ

ル
情

報
連

携

情
報

提
供

ネ
ッ
トワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

（総
務

省
）

「
本

人
確

認
情

報
」

４
情

報
（氏

名
・住

所
・生

年
月

日
・性

別
）､

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

、
住

民
票

コ
ー

ド
と

こ
れ

ら
の

変
更

情
報

。

住
民

票
コ

ー
ド

指
定

・
通

知
市

町
村

長
ご

と
に

、
住

民
票

に
記

載
で

き
る

住
民

票
コ

ー
ド

を
重

複
な

く
指

定
し

、
通

知

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

生
成

・
通

知
市

町
村

長
の

求
め

に
応

じ
、

住
民

票
コ

ー
ド

を
基

に
重

複
な

く
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
を

生
成

し
、

通
知

転
出

入
関

係
情

報

住
基

ネ
ッ

ト
専

用
回

線

住
民

基
本

台
帳

制
度

1
9
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マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル

あ

紐
付

個
人

利
用
番
号
Ａ

属
性
情
報

情
報
保
有
機
関
Ａ

情
報
保
有
機
関
Ｂ

情
報

提
供

等
記

録

政
府
共
通

N
W

Ｌ
Ｇ
Ｗ
Ａ
Ｎ
等

自
己
情
報
表
示
機
能

情
報
提
供
等
記
録
開
示
機
能

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

４
情
報

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

公
的
個
人
認
証

サ
ー
ビ
ス

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構

（
地
方
共
同
法
人
）

住
基
ネ
ッ
ト

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
生
成

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
き

情
報
提
供

情
報
提
供

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

シ
ス
テ
ム

（
総
務
省
）

【
住

民
票

】
・
氏

名
・
住

所
・
生

年
月

日
・
性

別 等

利
用
番
号
Ｃ

属
性
情
報

４
情
報

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

利
用
番
号
Ｂ

属
性
情
報

４
情
報

都
道
府
県
・
市
町
村

※
約

1
,8

0
0
団
体

符
号
同
士
を

紐
付
け
る

仕
組
み

全
国
の
都
道
府
県
・
市
町
村

を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化

住
民
票
コ
ー
ド

市
町
村
が

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

を
付
番

住
民
票
コ
ー
ド

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

市
町

村
の

住
民

基
本

台
帳

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

４
情
報

市
町
村
が

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
交
付

重 複 調 整

連
動

電 子 証 明 書 の

失 効 情 報 提 供

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

※
上
記
の
機
関
の
ほ
か
、
共
済
組
合
、
健
康
保
険
組
合

な
ど
も
対
象
。

お
知
ら
せ
情
報
表
示
機
能

中
間
サ
ー
バ
ー

（
J
-
L
IS
が
実
施
）

機
関
別

符
号

c
紐
付

中
間
サ
ー
バ
ー

機
関
別

符
号

a

中
間
サ
ー
バ
ー

機
関
別

符
号

b
紐
付

各
所
管
省
庁
に
お
い
て
対
応

18

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
を
支
え
る
関
連
シ
ス
テ
ム
の
全
体
像
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滋賀県における住民基本台帳ネットワークシステム（本人確認情報）の利用および提供の状況

R3 R2 増減

本人確認情報利用・提供件数合計 94,857 567,527 △ 472,670

１　本人確認情報利用件数一覧（滋賀県知事が利用した件数）

利用区分 実施機関 R3 R2 増減

住民基本台帳法
別表第５に掲げる事務

滋賀県知事 93,576 566,111 △ 472,535

滋賀県住民基本台帳法
施行条例別表第１
に掲げる事務

滋賀県知事 303 393 △ 90

本人同意事務 滋賀県知事 1 0 1

93,880 566,504 △ 472,624

２　本人確認情報提供件数一覧（国の行政機関等および行政委員会に提供した件数）

提供区分 提供先 R3 R2 増減

住民基本台帳法
別表第６に掲げる事務

 滋賀県の執行機関(知事以外) 0 20 △ 20

滋賀県住民基本台帳法
施行条例別表第２に掲
げる事務

 滋賀県の執行機関(知事以外) 723 704 19

情報提供業務以外の提
供（市町長等が本人確
認情報の修正等を行うと
き）

市町長等 254 299 △ 45

977 1,023 △ 46

合             計

合             計

8



利用区分 項番 事務区分 提供先 R3 R2 増減

1
特定非営利活動促進法による同法第10条第１項の認証、同法第23
条第２項の届出または同法第34条第３項の認証に関する事務

県民活動生活課 320 362 △ 42

2
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登
録等に関する法律による同法第10条の特定公的給付の支給を実施
するための基礎とする情報の管理に関する事務

健康福祉政策課 536 0 536

3
恩給法（他の法律において準用する場合を含む。）による年金である給
付の支給に関する事務

総務事務・厚生課
教育委員会教職員課
警察本部厚生課

138 142 △ 4

4

地方税法その他の地方税に関する法律およびこれらの法律に基づく条
例または特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律に
よる地方税もしくは特別法人事業税の賦課徴収または地方税もしくは
特別
法人事業税に関する調査（犯則事件の調査を含む。）に関する事務

各県税事務所
自動車税事務所

60,859 559,283 △ 498,424

5
旅券法による同法第３条第１項の発給、同法第９条第１項の渡航先
の追加、同法第12条第１項の査証欄の増補または同法第17条第１項
の届出に関する事務

国際課 （パスポートセンター） 5,365 5,410 △ 45

6
難病の患者に対する医療等に関する法律による同法第５条第１項の
特定医療費の支給に関する事務

健康寿命推進課 24,718 0 24,718

7

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第２条第３項
の被爆者健康手帳の交付、同法第７条の健康診断、同法第38条の
居宅生活支援事業もしくは同法第39条の養護事業の実施または同法
第24条第１項の医療特別手当、同法第25条第１項の特別手当、同
法第26条第１項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第１項の健康
管理手当、同法第28条第１項の保健手当、同法第31条の介護手当
もしくは同法第32条の葬祭料の支給に関する事務

健康寿命推進課 231 0 231

8

職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導
員試験の実施または技能検定試験の実施その他技能検定に関する
業務（同法第46条第２項の政令で定めるものに限る。）の実施に関す
る事務

労働雇用政策課 9 8 1

9

児童福祉法による同法第６条の４第１号の養育里親もしくは同条第２
号の養子縁組里親の登録もしくは同条第３号の里親の認定、同法第
19条の２第１項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第20条第
１項の療育の給付、同法第24条の２第１項の障害児入所給付費、同
法第24条の６第１項の高額障害児入所給付費、同法第24条の７第１
項の特定入所障害児食費等給付費もしくは同法第24条の20第１項
の障害児入所医療費の支給、同法第33条の６第１項（同条第６項に
おいて準用する場合を含む。）の児童自立生活援助の実施または同法
第56条第１項の負担能力の認定もしくは同条第２項の費用の徴収に
関する事務

健康寿命推進課 25 0 25

10

生活保護法による同法第19条第１項の保護の決定および実施、同法
第55条の４第１項の就労自立給付金もしくは同法第55条の５第１項の
進学準備給付金の支給、同法第55条の８第１項の被保護者健康管
理支援事業の実施、同法第63条の保護に要する費用の返還または同
法第77条第１項、第77条の２第１項、第78条第１項から第３項までも
しくは第78条の２第１項もしくは第２項の徴収金の徴収に関する事務

湖東・東近江健康福祉事務所 95 127 △ 32

11
家畜商法による同法第３条第１項の免許または同法第５条の登録に
関する事務

畜産課 1 5 △ 4

12
大規模小売店舗立地法による同法第５条第１項、第６条第２項、第
８条第７項、第９条第４項または附則第５条第１項（同条第３項におい
て準用する場合を含む。）の届出に関する事務

中小企業支援課 2 1 1

13
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律による同法
第27条第１項の登録、同法第30条第１項の更新または同法第31条
第１項の届出に関する事務

環境政策課 144 7 137

14
電気工事士法による同法第４条第２項の交付または同条第７項の書
換えに関する事務

防災危機管理局 1,113 736 377

15
宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許または宅地建物取
引士資格の登録に関する事務

住宅課 5 14 △ 9

16
住宅宿泊事業法による同法第３条第１項または第４項の届出に関す
る事務

観光振興局 15 16 △ 1

１の内訳（事務区分別）

住民基本台帳法
別表第５に掲げる事
務

9



提供区分 項番 事務区分 提供先 R3 R2 増減

17
肥料の品質の確保等に関する法律による同法第４条第１項の登録、
同法第13条の届出もしくは交付または同法第16条の２第１項もしくは
第３項、第22条もしくは第23条の届出に関する事務

みらいの農業振興課 2 0 2

18
採石法による同法第32条の登録または同法第32条の７第１項の届出
に関する事務

モノづくり振興課 6 14 △ 8

19
砂利採取法による同法第３条の登録または同法第９条第１項の届出
に関する事務

モノづくり振興課 12 12 0

20
介護保険法による同法第69条の２第１項の介護支援専門員実務研
修受講試験の実施に関する事務

医療福祉推進課 74 86 △ 12

21
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律による同法第
41条の狩猟免許試験の実施または同法第46条第１項の届出に関す
る事務

各森林整備事務所 197 234 △ 37

22
滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例による年金である給付の
支給に関する事務

総務事務・厚生課
警察本部厚生課

5 5 0

23
私立の高等学校等（特別支援学校の高等部を除く。）の生徒または学
生の保護者等（就学支援金法第３条第２項第３号に規定する保護者
等をいう。）に対する奨学のための給付金の支給に関する事務

私学・県立大学振興課 4 0 4

24
中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部
を改正する法律第４条の規定による改正前の中小企業近代化資金
等助成法第３条第１項第１号に掲げる資金の貸付けに関する事務

中小企業支援課 3 0 3

25
独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第１項第３号または
第４号に規定する資金の貸付けに関する事務

中小企業支援課 0 39 △ 39

26
土地収用法第３条各号のいずれかに該当するものに関する事業の用に
供する土地の取得に関する事務

高島土木事務所 0 3 △ 3

本人同意事務 27
本人確認情報の利用につき当該本人確認情報に係る本人が同意し
た事務

市町振興課 1 0 1

合計 93,880 566,504 △ 472,624

滋賀県住民基本台
帳法施行条例別表
第１に掲げる事務

１の内訳（事務区分別）
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２の内訳（事務区分別）

提供区分 項番 事務区分 提供先 R3 R2 増減

1
高等学校等就学支援金の支給に関する法律による同法第６条第１項
の就学支援金の支給に関する事務

教育委員会 0 20 △ 20

2 滋賀県奨学資金貸与条例による奨学資金の貸与に関する事務 教育委員会 719 631 88

3
国立または公立の高等学校等（特別支援学校の高等部を除く。）の生
徒または学生の保護者等に対する奨学のための給付金の支給に関す
る事務

教育委員会 0 4 △ 4

4 地方自治法による同法第242条第１項の監査に関する事務 滋賀県監査委員 3 7 △ 4

5 道路交通法による同法第74条の３第５項の届出に関する事務 滋賀県公安委員会 1 62 △ 61

情報提供業務
以外の提供

6 市町長等が本人確認情報の修正等を行うとき。 市町長等 254 299 △ 45

合計 977 1,023 △ 46

住民基本台帳法
別表第６に掲げる
事務

滋賀県住民基本台
帳法施行条例別表
第２に掲げる事務
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